
公害医療機関各位 

令和 6 年 10 ⽉から開始される「患者が⻑期収載品の処⽅を希望する場合に発⽣
する特別な料⾦」は、公害診療及び調剤報酬請求では適⽤されません。 

本案件については公害健康被害認定患者の⾃⼰負担がないよう、従来どおりの
対応をお願いいたします。 

※上記「特別な料⾦」に係る消費税も発⽣いたしません。 
また、上記の対応は公害認定疾病に係る処⽅についてのみの対応です。 

 

以降、環境省より令和６年８⽉７⽇に⽰された Q＆A を記載します。

Q  
令和 6 年 10 ⽉から開始される⻑期収載品の選定
療養について、令和 6 年 7 ⽉ 12 ⽇付厚労省保険
局医療課事務連絡「⻑期収載品の処⽅等⼜は調剤
の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について
（その１）」の問１１において、「国の公費負担医
療制度の対象となっている患者が⻑期収載品を希
望した場合についても、他の患者と同様に、⻑期
収載品の選定療養の対象となる」とされている
が、公害医療も同様の取り扱いとなるか。 

 
 
 
 

A  
令和６年 10 ⽉から実施される⻑期収載品の選定 
療養については医療保険制度を対象としたもので 
あり、当該疑義解釈も医療保険制度が優先する公 
費負担医療について解説されたものである。 
公害健康被害の補償等に関する法律（以下「公健
法」という。）に基づいて給付される公害医療は
医療保険制度とは別に給付されるものであり、選
定療養費は公健法の給付では規定されていない。 
このため、照会の問 11 の適⽤を受けるものでは
なく、従来どおり⾃⼰負担なしの取扱いとなる。 
なお、上記整理については、厚⽣労働省保険局医
療課とは協議済みであるので、念のため申し添え
る。
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